
 

 

江

戸

川

区

議

会

会

議

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

江

戸

川

区

議

会

会

議

規

則

（

昭

和

三

十

一

年

十

月

議

会

規

則

第

七

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

    

目

次

中

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を

 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」

 

 

  

 

に

改

め

る

。

 

  

「

第

八

章

 

表

決

（

第

七

十

七

条

―

第

八

十

七

条

）

 

第

九

章

 

請

願

（

第

八

十

八

条

―

第

九

十

四

条

）

 
第

十

章

 

秘

密

会

（

第

九

十

五

条

・

第

九

十

六

条

）

 

第

十

一

章
 

辞

職

及

び

資

格

の

決

定

（

第

九

十

七

条

―

第

百

一

条

）

 

第

十

二

章

 

規

律

（

第

百

二

条

―

第

百

九

条

）

 

第

十

三

章

 
懲

罰

（

第

百

十

条

―

第

百

十

七

条

）

 

第

十

四

章

 

会

議

録

（

第

百

十

八

条

―

第

百

二

十

一

条

）

 

第

十

五

章

 

議

員

の

派

遣

（

第

百

二

十

二

条

）

 

第

十

六

章

 

補

則

（

第

百

二

十

三

条

）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「

第

八

章

 

表

決

（

第

七

十

七

条

―

第

八

十

七

条

）

 

第

九

章

 

公

聴

会

、

参

考

人

（

第

八

十

八

条

―

第

九

十

四

条

）

 

第

十

章

 

請

願

（

第

九

十

五

条

―

第

百

一

条

）
 

第

十

一

章

 

秘

密

会

（

第

百

二

条

・

第

百

三

条

）

 

第

十

二

章

 

辞

職

及

び

資

格

の

決

定

（

第

百

四

条

―

第

百

八

条

）

 
 

第

十

三

章

 

規

律

（

第

百

九

条

―

第

百

十

六

条

）

 

第

十

四

章

 

懲

罰

（

第

百

十

七

条

―

第

百

二

十

四

条

）

 

第

十

五

章

 

会

議

録

（

第

百

二

十

五

条

―

第

百

二

十

八

条

）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」

 

第

二

十

七

条

中

「

第

二

十

五

条

」

の

下

に

「

（

選

挙

の

宣

告

）

」

を

加

え

る

。

 

第

三

十

八

条

第

一

項

中

「

第

九

十

条

」

を

「

第

九

十

七

条

」

に

改

め

る

。

 

第

八

十

四

条

中

「

、

第

三

十

二

条

（

選

挙

結

果

の

報

告

）

第

一

項

」

を

「

、

第

三

十

二

条

第

一

項

（

選

挙

結

果

の

報

告

）

」

に

改

め

る

。

 

第

百

二

十

三

条

を

第

百

三

十

条

と

す

る

。

 

第

十

六

章

を

第

十

七

章

と

す

る

。

 

第

百

二

十

二

条

を

第

百

二

十

九

条

と

す

る

。

 

第

十

五

章

を

第

十

六

章

と

す

る

。
 

第

百

二

十

一

条

を

第

百

二

十

八

条

と

し

、

第

百

十

八

条

か

ら

第

百

二

十

条

ま

で

を

七

条

ず

つ

繰

り

下

げ

る

。

 

第

十

四

章

を

第

十

五

章

と

す

る

。

 

第

百

十

七

条

を

第

百

二

十

四

条

と

し

、

第

百

十

二

条

か

ら

第

百

十

六

条

ま

で

を

七

条

ず

つ

繰

り

下

げ

る

。

 

第

百

十

一

条

中

「

第

三

十

八

条

（

議

案

等

の

説

明

、

質

疑

及

び

委

員

会

付

託

）

第

三

項

」

を

「

第

三

十

八

条

第

三

項

（

議

案

等

の

説

明

、

質

疑

及

び

委

員

会

付

託

）

」

に

改

め

、

同

条

を

第

百

十

八

条

と

す

る

。

 

第

十

五

章

 

会

議

録

（

第

百

二

十

五

条

―

第

百

二

十

八

条

）

 

第

十

六

章

 

議

員

の

派

遣

（

第

百

二

十

九

条

）

 
第

十

七

章

 

補

則

（

第

百

三

十

条

）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

第

百

十

条

第

二

項

中

「

第

九

十

六

条

（

秘

密

の

保

持

）

第

二

項

」

を

「

第

百

三

条

第

二

項

（

秘

密

の

保

持

）

」

に

改

め

、

同

条

を

第

百

十

七

条

と

す

る

。

 
第

十

三

章

を

第

十

四

章

と

す

る

。

 

第

百

九

条

を

第

百

十

六

条

と

し

、

第

百

二

条

か

ら

第

百

八

条

ま

で

を

七

条

ず

つ

繰

り

下

げ

る

。

 

第

十

二

章

を

第

十

三

章

と

す

る

。

 

第

百

一

条

中

「

被

選

挙

権

の

有

無

を

決

定

」

を

「

議

会

が

議

員

の

被

選

挙

権

の

有

無

又

は

法

第

九

十

二

条

の

二

の

規

定

に

該

当

す

る

か

ど

う

か

に

つ

い

て

の

法

第

百

二

十

七

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

決

定

を

」

に

改

め

、

同

条

を

第

百

八

条

と

す

る

。

 

第

百

条

中

「

第

三

十

八

条

（

議

案

等

の

説

明

、

質

疑

及

び

委

員

会

付

託

）

第

三

項

」

を

「

第

三

十

八

条

第

三

項

（

議

案

等

の

説

明

、

質

疑

及

び

委

員

会

付

託

）

」

に

改

め

、

同

条

を

第

百

七

条

と

す

る

。

 

第

九

十

九

条

中

「

に

よ

り

、

議

員

の

被

選

挙

権

の

有

無

」

を

「

に

よ

る

議

員

の

被

選

挙

権

の

有

無

又

は

法

第

九

十

二

条

の

二

の

規

定

に

該

当

す

る

か

ど

う

か

」

に

改

め

、

同

条

を

第

百

六

条

と

す

る

。

 

第

九

十

八

条

を

第

百

五

条

と

し

、

第

九

十

七

条

を

第

百

四

条

と

す

る

。

 

第

十

一

章

を

第

十

二

章

と

す

る

。

 

第

九

十

六

条

を

第

百

三

条

と

し

、

第

九

十

五

条

を

第

百

二

条

と

す

る

。

 

第

十

章

を

第

十

一

章

と

す

る

。

 

第

九

十

四

条

を

第

百

一

条

と

し

、

第

八

十

八

条

か

ら

第

九

十

三

条

ま

で

を

七

条

ず

つ

繰

り

下



 

 

げ

る

。

 

第

九

章

を

第

十

章

と

し

、

第

八

章

の

次

に

次

の

一

章

を

加

え

る

。

 

第

九

章

 

公

聴

会

、

参

考

人

 

（

公

聴

会

開

催

の

手

続

）

 

第

八

十

八

条
 

会

議

に

お

い

て

公

聴

会

を

開

く

議

決

が

あ

つ

た

と

き

は

、

議

長

は

、

そ

の

日

時

、

場

所

及

び

意

見

を

聞

こ

う

と

す

る

案

件

そ

の

他

必

要

な

事

項

を

公

示

す

る

。

 

（

意

見

を

述

べ

よ

う

と

す

る

者

の

申

出

）

 

第

八

十

九

条

 

公

聴

会

に

出

席

し

て

意

見

を

述

べ

よ

う

と

す

る

者

は

、

文

書

で

あ

ら

か

じ

め

そ

の

理

由

及

び

案

件

に

対

す

る

賛

否

を

、

議

長

に

申

し

出

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

（

公

述

人

の

決

定

）

 

第

九

十

条

 

公

聴

会

に

お

い

て

意

見

を

聞

こ

う

と

す

る

利

害

関

係

者

及

び

学

識

経

験

者

等

（

以

下

「

公

述

人

」

と

い

う

。

）

は

、

あ

ら

か

じ

め

文

書

で

申

し

出

た

者

及

び

そ

の

他

の

者

の

中

か

ら

、

議

会

に

お

い

て

定

め

、

議

長

か

ら

本

人

に

そ

の

旨

を

通

知

す

る

。

 

２

 

あ

ら

か

じ

め

申

し

出

た

者

の

中

に

、

そ

の

案

件

に

対

し

て

、

賛

成

者

及

び

反

対

者

が

あ

る

と

き

は

、

一

方

に

偏

ら

な

い

よ

う

に

公

述

人

を

選

ば

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

（

公

述

人

の

発

言

）

 

第

九

十

一

条

 

公

述

人

が

発

言

し

よ

う

と

す

る

と

き

は

、

議

長

の

許

可

を

得

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

２

 

公

述

人

の

発

言

は

、

そ

の

意

見

を

聞

こ

う

と

す

る

案

件

の

範

囲

を

超

え

て

は

な

ら

な

い

。

 



 

 

３

 

公

述

人

の

発

言

が

そ

の

範

囲

を

超

え

、

又

は

公

述

人

に

不

穏

当

な

言

動

が

あ

る

と

き

は

、

議

長

は

、

発

言

を

制

止

し

、

又

は

退

席

さ

せ

る

こ

と

が

で

き

る

。

 
（

議

員

と

公

述

人

の

質

疑

）

 

第

九

十

二

条

 

議

員

は

、

公

述

人

に

対

し

て

質

疑

を

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

２

 

公

述

人

は

、

議

員

に

対

し

て

質

疑

を

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

。

 

（

代

理

人

又

は

文

書

に

よ

る

意

見

の

陳

述

）

 

第

九

十

三

条

 

公

述

人

は

、

代

理

人

に

意

見

を

述

べ

さ

せ

、

又

は

文

書

で

意

見

を

提

示

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

。

た

だ

し

、

議

会

が

特

に

許

可

し

た

場

合

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。

 

（

参

考

人

）

 

第

九

十

四

条

 

会

議

に

お

い

て

参

考

人

の

出

席

を

求

め

る

議

決

が

あ

つ

た

と

き

は

、

議

長

は

、

参

考

人

に

そ

の

日

時

、

場

所

及

び

意

見

を

聞

こ

う

と

す

る

案

件

そ

の

他

必

要

な

事

項

を

通

知

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

２

 

参

考

人

に

つ

い

て

は

、

第

九

十

一

条

（

公

述

人

の

発

言

）

、

第

九

十

二

条

（

議

員

と

公

述

人

の

質

疑

）

及

び

第

九

十

三

条

（

代

理

人

又

は

文

書

に

よ

る

意

見

の

陳

述

）

の

規

定

を

準

用

す

る

。

 

 

付

 

則

 

こ

の

規

則

は

、

平

成

三

十

年

三

月

二

十

三

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

 



 

 

（

説

明

）

 

 
地

方

自

治

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

六

十

七

号

）

の

規

定

に

基

づ

き

、

本

会

議

に

お

け

る

公

聴

会

の

開

催

及

び

参

考

人

の

招

致

に

つ

い

て

の

規

定

を

追

加

す

る

ほ

か

、

規

定

を

整

備

す

る

必

要

が

あ

る

の

で

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。

 


